
　
う
つ
は
心
の
風
邪
と
い
わ
れ
、

誰
に
で
も
起
こ
り
う
る
病
気
で

す
。
う
つ
病
は
環
境
の
変
化
や
疲

労
、
ス
ト
レ
ス
な
ど
様
々
な
原
因

が
重
な
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
進
学
、
昇
進
、
結
婚
、
出
産
な

ど
周
囲
の
人
か
ら
よ
か
っ
た
と
思

わ
れ
る
事
で
も
、
不
安
や
プ
レ
ッ

シ
ャ
ー
か
ら
う
つ
に
な
る
人
も
い

ま
す
。
症
状
の
悪
化
か
ら
自
殺
に

至
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　
薬
を
使
っ
た
り
、
精
神
療
法
が

行
な
わ
れ
ま
す
。
早
期
の
診
断
、

早
期
の
治
療
が
何
よ
り
も
大
事
で

す
が
、
ス
ト
レ
ス
の
元
に
な
っ
て

い
る
出
来
事
か
ら
距
離
を
お
き
、

心
身
と
も
に
充
分
な
休
養
を
と
る

こ
と
も
必
要
で
す
。
適
切
な
治
療

で
治
る
病
気
で
す
が
、
経
過
が
長

く
続
く
事
も
あ
り
ま
す
。

□
朝
や
休
み
明
け
は
調
子
が
悪
い

□
眠
れ
て
い
な
い
、
眠
り
が
浅
い

□
身
な
り
に
気
を
遣
わ
な
く
な
っ

　
た

□
あ
ま
り
し
ゃ
べ
ら
な
く
な
っ
た

□
仕
事
や
家
事
で
ミ
ス
が
多
く

　
な
っ
た

□
趣
味
や
ス
ポ
ー
ツ
、
外
出
を
し

　
な
く
な
る

□
会
社
（
学
校
）
に
行
き
た
が
ら

　
な
い

□
食
事
の
量
が
減
っ
た

□
飲
酒
が
増
え
る

※
う
つ
の
時
は
、
こ
れ
ら
の
症
状

　
が
現
れ
る
こ
と
が
多
く
な
り
ま

　
す
。

□
ガ
ン
バ
レ
な
ど
、
無
理
に
励
ま

　
さ
な
い

□
ゆ
っ
く
り
休
め
る
よ
う
に
ま
わ

　
り
の
環
境
を
整
え
る

□
大
き
な
契
約
、
決
定
な
ど
は
先

　
に
延
ば
す

□
医
師
の
指
示
に
従
い
き
ち
ん
と

　
内
服
さ
せ
る

□
ど
う
し
て
こ
う
な
っ
た
か
考
え

　
す
ぎ
な
い

　
こ
こ
ろ
の
健
康
や
う
つ
病
に
つ

い
て
、
分
か
ら
な
い
事
や
聞
い
て

み
た
い
事
が
あ
れ
ば
、
左
記
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

 

● 

香
取
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー

９
１
６
１

　
※
精
神
科
医
の
相
談
日
（
３
回

　
／
月
予
約
制
）
も
あ
り
ま
す
。

 
● 
千
葉
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

　（
相
談
専
用
電
話
）

　

０
４
３
―
２
６
３
―
３
８
９
３

 

● 

町
保
健
福
祉
課

１
６
０
３

　
健
康
相
談
（
主
に
第
４
火
曜
日
）

国保だより�国保だより�

　　７０歳の誕生日の翌月１日から７５歳の誕生日の月末までが対象と
　なります。（誕生日が１日の方は、誕生月の１日から７５歳の誕生月の前月末まで）
　　国保被保険者の方は、役場から医療が受けられる月の前月末に「高齢者医療受給者証」が郵送されます。受
　給者証と保険証を併せてお医者さんへ提示して医療を受けるようにしてください。

　　これまで７０歳から７４歳の方は、１割（現役並所得者は３割）で医療を受けられましたが、平成２０年
　４月からは、２割の自己負担となります。
　年齢、所得により、１割から３割の自己負担に分けられます。（別表参照）
　　所得審査は毎年７月に実施され、８月から新たな負担割合
　の受給者証が郵送されます。
　　所得審査は、低所得者に対する自己負担額の減額認定に
　も使用しますので、忘れずに申告をしましょう。
○お問い合わせ　町民課国保年金係　 ２１１１


